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新宿区民会議第３分科会

新宿のまちを、より暮らしやすく、より魅力的なまち新宿のまちを、より暮らしやすく、より魅力的なまち
にするためには・・・どのようにして都市基盤を整備にするためには・・・どのようにして都市基盤を整備
していけばよいでしょうか？していけばよいでしょうか？

「都市基盤の整備と交通バリアフリーに向けた取り組み」

都市基盤とは

都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、
良好な環境を維持するための施設です。

道路、鉄道、公園などといった公共施設

１ 効率よく効率よく都市基盤を整備してくためには、ど
のような取り組みが必要でしょうか？

２ 誰誰もがもが使いやすい使いやすい都市基盤としていくため
には、どのような取組みが必要でしょうか？

本日のテーマ

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

幹線幹線系道路（都市計画道路）系道路（都市計画道路）
ほとんどが都市計画で定められた道路で、広域的な通過
交通を処理する役割があります。

生活道路生活道路
自動車の交通のほか、歩行者の通行機能を重視する道

路です。

※※踏切の問題踏切の問題
ともに主要な都市基盤である、道路と鉄道との間には、道路渋滞の
原因となる踏切の問題があります。

新宿区の新宿区の都市基盤（都市基盤（道路道路）の整備の現状）の整備の現状①①

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

新宿区の新宿区の都市基盤（都市基盤（道路道路）の整備の現状）の整備の現状②②

道路整備方針図

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

新宿区の新宿区の都市基盤（都市基盤（道路道路）の整備の現状）の整備の現状③③

新宿区内の現在の整新宿区内の現在の整
備率は約５８％備率は約５８％に留まっに留まっ
ています。ています。

都市計画道路の未整備等に都市計画道路の未整備等に
よって、区内の交通の平均よって、区内の交通の平均
速度は１７．５ｋｍ速度は１７．５ｋｍ//hhになってになって
います。います。

※※ 全国平均３５ｋｍ全国平均３５ｋｍ/h/h
東京都平均２０．２ｋｍ東京都平均２０．２ｋｍ/h/h
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主要な生活道路主要な生活道路の現状の現状

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

新宿区の新宿区の都市基盤（都市基盤（道路道路）の整備の現状）の整備の現状④④

７７路線の生活道路で、現在の整備率は３１％に留
まっています。

○○地区内主要道路地区内主要道路（４６路線）（４６路線）
生活道路の軸として、歩行者を中心として、身近な生活に利用され

る道路。
○○主要区画道路主要区画道路（３１路線）（３１路線）

区画道路の中でも主要なもので、地区内主要道路を補完する役割
がある道路。地区主要道路よりも、一層歩行者としての機能を重視し
ています。

幹線系道路（幹線系道路（都市計画道路）都市計画道路）整備の課題整備の課題

整備率整備率がまだ低く、現状ではがまだ低く、現状ではまだ不十分まだ不十分です。です。
生活道路への通過交通の流入

歩行者の安全性や住居環境へ悪影響

道路渋滞が発生しやすく、経済活動の効率性が低下

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

•• 近隣の住民の方との理解が得にくい近隣の住民の方との理解が得にくい
•• 用地の取得などの関する事業費が高額用地の取得などの関する事業費が高額

都市計画道路・・・今後の取り組み都市計画道路・・・今後の取り組み

・事業を円滑に推進していくため、事業計画を十
分に説明し理解を得ていくことが必要です。

・区の財政や他の施策とのバランスを取りながら、
計画的に効率よく着実に整備を進めていきま
す。

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

主要な生活道路主要な生活道路の整備の課題の整備の課題

・主要な生活道路の整備が遅れて・主要な生活道路の整備が遅れています。います。
震災時に消防活動が困難

幹線系道路からの抜け道になり、歩行者にとって危険な道
となっている個所があります。

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

•• 近隣の住民の方との理解が得にくい近隣の住民の方との理解が得にくい
•• 用地の取得などに関する事業費が高額用地の取得などに関する事業費が高額
•• 建替え等にあわせて拡幅するため、早急に整備す建替え等にあわせて拡幅するため、早急に整備す
ることが困難。ることが困難。

主要な生活道路・・・今後の取り組み主要な生活道路・・・今後の取り組み

・整備では、地域住民の意向などを踏まえ、地区の交
通、道路、土地利用状況などを考慮したうえで、整
備していきます。

・地域のまちづくりと一体となった整備を進め、その上
で、地域環境の向上、防災性の向上も踏まえた整
備を進めていきます。

・自動車の流入では、自動車の通過交通の抑制や、
「コミュニティー・ゾーン」といった、歩行者空間の整
備等の安全確保に努めていきます。

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

区内に残された踏切の課題区内に残された踏切の課題

•• 採算性などから、事業者の負担が大きく、採算性などから、事業者の負担が大きく、
早急に抜本的な対策を採ることが困難な状早急に抜本的な対策を採ることが困難な状
況です。況です。

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくためには・・・・してくためには・・・・

新宿区内には、今なお１４箇所の踏み切りが残されて新宿区内には、今なお１４箇所の踏み切りが残されています。います。
○道路渋滞の発生
○地域の分断や生活の不便
○踏切事故の危険性等の問題が起こっています。
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今後の取り組み（踏切）今後の取り組み（踏切）

踏切の視認性向上や踏切保安設備の設置等
による安全性の向上安全性の向上を図ります。

西武線の複々線化事業の再開や、多数の踏
切除去が可能な連続立体交差事業について、
関係機関に要望関係機関に要望を行っていきます。

１１ 効率よく効率よく都市基盤都市基盤をを整備整備してくしてくためには・・・・ためには・・・・

・ 高齢者、身体障害者や妊産婦、けが人な
ども含め、誰もが使いやすい都市基盤の整
備が必要です。

・ 特に公共交通機関は、速やかなバリアフ
リー化が求められており、この公共交通機関公共交通機関
を使った移動円滑化を使った移動円滑化のことを「交通バリアフ「交通バリアフ
リー」リー」と呼んでいます。

２２ 誰誰もがもが使いやすい都市基盤としていくためには・・使いやすい都市基盤としていくためには・・

バリアフリーの概念図

バリアフリー

建築物のバリアフリー 公共空間のバリアフリー 交通バリアフリー

道路・公園一般建築・庁舎 駅・車輌 重点整備地区

ハートビル法や福祉のまちづくり条例で対応

※公共交通機関を使った移動円滑化のことを

「交通バリアフリー」と言います。

２２ 誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・

新宿区の交通バリアフリーの取組み新宿区の交通バリアフリーの取組み

①①基本構想策定によるバリアフリー化基本構想策定によるバリアフリー化
平成17年４月に基本構想を策定し、新宿駅
周辺地区と高田馬場周辺地区を重点整備地
区として整備を進めています。

②②その他のバリアフリーの取組み（鉄道駅）その他のバリアフリーの取組み（鉄道駅）

エレベーターの設置について必要に応じ補
助を行い、バリアフリー化の推進を図ってい
きます。→平成18年度はＪＲ信濃町駅を予定

２２ 誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・

新宿駅周辺地区重点整備地区 高田馬場駅周辺地区重点整備地区
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新宿区交通バリアフリー基本構想新宿区交通バリアフリー基本構想
における基本方針における基本方針

①乗り継ぎのバリアフリー化

②多様で複雑な移動経路（地上・地下等）への
対応

③面的なバリアフリー化（複数ルートの確保）

④多様な関係者の連携

⑤広域行政体との協力

２２ 誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・

交通バリアフリーの課題

・関係者間の調整の必要性・関係者間の調整の必要性
⇒関係機関が多数で、多くの取組みを調整して進める必要
があります。

・当事者の参画・当事者の参画
⇒利用する様々な人々が参画して、より効果のあるバリアフ
リー化を進める必要があります。

・他事業と一体的に検討・他事業と一体的に検討
⇒関連する様々な整備と一体的に取り組むことによって、より
大きな効果をあげることができます。

・継続的な検討体制の構築・継続的な検討体制の構築
⇒継続して検討していくことにより、絶えず交通環境を改善し
ていく取組みが必要です。

２２ 誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・

取り組み体制

新宿区
交通バリアフリー推進委員会

新宿駅周辺地区
交通バリアフリー

推進部会

高田馬場駅周辺地区
交通バリアフリー

推進部会

案内・サインに関する
交通バリアフリー

推進部会

（※状況をみて設置）

関係機関・当事者の参加

２２ 誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・

  

 

・事業の実施、進捗管理 

・区民意見の反映（利用者ニーズ考慮）

道路管理者 交通事業者 

公安委員会 

地下街管理者（新宿駅周辺地区） 

民間施設管理者（新宿駅周辺地区）

関係機関

・事業の進捗把握 

・区民への情報開示 

・区民意見を受け、事業者へのはた

らきかけ 

・設備投資に対する国に準じた必要

な支援措置 

新宿区

事業実施にあたっての理解と協力（当事者の参画：地域住民・高齢者、障害者等）
区民

(仮称)新宿区障害者・高齢者等交通バリアフリー検討委員会 

事業の進捗状況の提示・事業に対する意見 

・ 設備投資に対する必要な支援措置 

・ 調査及び研究開発の促進 

・ 国民に対する広報、啓発   等 

広域行政体 

国・都 

施工後モニタリング 

施工時チェック 
(仮称)バリアフリー

化懇談会

関係機関との 

協力・協議 

事業費負担等  

新宿区交通バリアフリー推進委員会

２２ 誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・

交通バリアフリーの目標

事業者、当事者、行政が連携体制を維持し
ながら、平成18年度を目途に事業計画を作成

し、平成２２年までにバリアフリー化することを
目標としています。

２２ 誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・誰もが使いやすい都市基盤としていくためには・・・


